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「意匠の保護及び EU 全体での⾮農産品の地

理的表⽰の保護に関するパブリック・コンサルテー

ション」に対するスペアパーツ意匠保護に関する意

⾒

欧州委員会 2021 年 7⽉ 21⽇

問 回答案 理由

スペア

パーツ

保護

修理⽤スペアパーツの意匠

保護に変更は必要か︖

変更不要︓意匠指令第

14 条及び共同体意匠規

則第 110 条 (1) に規定

されている現状は、恒久的

に維持されるべきである。

変更必要︓競争のために、

新しい意匠に限定して、

“must-match“のスペアパ

ーツの市場を開放する。

変更必要︓競争のために、

既存の設計と新しい設計の

両方に対して、“must-

match”スペアパーツの市

場を開放する。

その他

意⾒なし

その他

意匠指令

第 14 条

及び共同

体意匠規

則第 110

条 (1)

を廃止し、

補修部品

の保護を

EU として

認めるべ

き。

スペアパーツであっても、デザイン性、機能性を満たせるよう意

匠創作しているため、他物品分野の部品同様にその知財権も

保護されるべきである。

また、⾃動⾞メーカーでは、スペアパーツ提供において、品質

が維持できるよう多くの労⼒と費⽤を掛けて在庫管理して提

供しているが、スペアパーツの意匠権の効⼒が除外される場

合、品質管理されないスペアパーツの流通が増えることが懸念

される。

このように品質管理されないスペアパーツの流通は、環境⾯と

安全面の二つの問題に繋がると考える。

環境⾯の問題としては、品質管理されず耐久性が低いスペ

アパーツに交換された場合に、再交換の機会が増え、結果的

に CO2排出量増加に繋がり、欧州グリーン・ディールの⽅向

性とは逆方向の結果を招く。

安全面の問題としては、安全性の試験や耐久テストを実施

されていないスペアパーツが広く流通され、欧州の消費者の安

全性が損なわれる。

⾃動⾞メーカーとしては、環境⾯と安全⾯に優れたスペアー

パーツを利⽤して頂き製品を⻑く利⽤して頂くことでＣＯ２排

出量低減に繋げるとともに、消費者の安全性を確保していきた

い。

従って、スペアパーツ条項は廃止すべきと考える。

スペア

パーツ

保護

意匠所有者及びユーザーの

権利と利益の間の適切なバ

ランスのために、権利の制限

は、次の意匠の使用の何れ

かを許容可能なものとして

宣言することによって補完さ

れるべきか。

―自社の製品を競合他社

の製品の代替品または付

いいえ 意匠を創作した権利者が本来正当に回収できる利益が回収

できなくなってしまう。

ユーザーには耐久・安全・環境⾯において不利益を⽣じる可

能性がある。



属品またはスペアパーツとし

て提示すること

はい

いいえ

意⾒なし


